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例
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例
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福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規

定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　
福
岡
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
日

福
岡
県
知
事
　
　
小
　
川
　
　
洋
　
　

福
岡
県
条
例
第
二
十
八
号

　
　
　
福
岡
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
福
岡
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
二
十
条
の
二
十
三
第
十
項
中
「
（
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
が
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合

研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）
附
則
第
九
条
第
一
項
又
は
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
行
う
旧
独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
十
号
）
第
十
一
条
第
一
項

第
七
号
イ
の
事
業
又
は
旧
農
用
地
整
備
公
団
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
四
十
三
号
）
第
十
九
条
第
一

項
第
一
号
イ
の
事
業
を
含
む
。
第
二
十
条
の
三
十
六
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削
る
。

　
付
則
第
八
条
第
一
項
中
「
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
こ
の
項
」
を
「
こ
の
項
か
ら
第
五
項
ま
で
」
に
、
「
平
成
二
十
五
年
三
月

三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
（
宅
地
建
物
取
引
業

法
の
宅
地
又
は
建
物
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
「
平
成
二
十

五
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
、
第
七
項
及
び

第
十
一
項
中
「
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同

条
第
十
二
項
中
「
食
品
の
製
造
過
程
の
管
理
の
高
度
化
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
（
平
成
十
年
法
律
第
五

十
九
号
）
第
十
条
第
一
項
若
し
く
は
」
を
削
り
、
「
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
平
成

二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
」
に
改
め
、
同
条
第
十
三
項
を
削

り
、
同
条
第
十
四
項
中
「
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
に

改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
三
項
と
す
る
。

　
付
則
第
八
条
の
四
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
七
年

三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

　
付
則
第
九
条
の
二
の
五
第
七
項
中
「
各
号
に
掲
げ
る
ト
ラ
ッ
ク
」
を
「
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
」
に

改
め
、
「
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
七
項
第
一
号
」
の
下
に
「
に
掲
げ
る
自
動
車
の
う
ち
車
両
総
重

量
が
十
二
ト
ン
を
超
え
る
も
の
、
同
項
第
二
号
」
を
加
え
、
「
同
項
第
二
号
」
を
「
同
項
第
三
号
」
に

改
め
る
。

　
付
則
第
十
五
条
中
「
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
」
に
、

同
条
第
一
号
中
「
第
九
条
第
五
項
」
を
「
第
九
条
第
六
項
」
に
改
め
る
。

　
付
則
第
三
十
一
条
第
四
項
中
「
第
二
十
条
第
三
項
又
は
第
五
項
」
を
「
第
二
十
条
第
二
項
」
に
改
め

る
。

　
　
　
附
　
則

　
（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
（
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
改
正
後
の
福
岡
県
税
条
例
（
次
条
に
お
い
て
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
中
不
動
産
取

得
税
に
関
す
る
部
分
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
の
不
動
産

の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
不
動
産
の
取
得
に
対

し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　
（
自
動
車
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
新
条
例
付
則
第
九
条
の
二
の
五
第
七
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
の
自
動
車
の
取
得
に
対
し

て
課
す
べ
き
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
自

動
車
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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